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道州制 と公共投資

仲 林 真 子

概要 本稿 では,道 州制を導入す る場 合に,地 域間格差 にどの ような影響 を与え るのか につ

いて分析 する。地域 間格差 をはか るもの として何を指標 とす るのか は,さ まざまに議論が あ

るが,本 稿 では,都 道府 県別に財政 力,所 得,公 共投資,人 口,雇 用,高 齢化,医 療,教 育

についてのデータを示 し比較検討 す る。 そ してそれ らが道州制を導入す ることによって どの

ように変化す るのかを検証す る。 またス トック面での効果について民間資本 と社会資本の生

産力 を推計 し,地 域 間格差 の是 正の方法 としての公共投資のあ り方について分析を試み る。
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Abstract This paper looks at the "DOSHU system" and analyses what influ-

ences the gaps between different areas. The paper includes data from the pre-

fectures on financial power, income, public investment, population, employment, 

aging, medical treatment, and education; it looks at the gaps in these areas, 

compares them and presents a variety of arguments. A study is made of what 

happens when a "DOSHU system" is introduced. The productivity of private 

capital and social capital are estimated by looking at the effect on stock and an 

analysis of the state of public investment is looked as a way of correcting the 

gaps between areas. 
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1.は じ め に

2007年7月29Elに 行 わ れ た 参 議 院 議 員選 挙 に お い て,争 点 とな った の は 「年 金 問 題 」 と

「格 差 」 で あ った 。 所 得 格 差 につ いて は議 論 が あ り,い たず らに マ ス コ ミに煽 動 され た 感

もあ るが,確 実 に 危機 感 を 持 っ て指 摘 され て いた の は,「 地 域 間 格 差 」 で あ る。 大 都 市 と

地 方 の 格 差,地 方 同 士 の 格 差 で あ る。

地 域 間 の 格 差 が 深 刻 で あ り,再 建 団 体 に転 落 す る危 機 にあ る都 道 府 県 民 は,与 党 の 改 革

政 策 は 地 方 を 切 り捨 て る もの だ と,NOを 突 きつ けた と も言 わ れ て い る(11。

本 稿 で は,ま ず,第1章 で,地 域 間 格 差 につ い て都 道 府 県 別 の フ ロー の デ ー タ を もと に,

そ の 実 態 を 統 計 的 に明 らか にす る。 次 に,第2章 で,道 州 制 を取 り上 げ,地 域 間 格 差 の是

正 に効 果 を 示 す か ど うか 分 析 す る。 第3章 で は社 会 資 本 につ い て ス トッ クの効 果 を,各 道

州 の 生 産 関 数 を 推 計 し分 析 す る。 第4章 で 結 論 を ま と め る。

2.都 道 府 県 の 格 差

「地 域 間 格 差 」 とい って も,実 際,そ れ を何 で測 るの か,何 を持 って 格 差 が あ る と判 断

す るの か,ス タ ンダー ドな 基 準 はな い よ う に思 え)れる。 朝 日新 聞 朝 刊(2007.7.31)で は,

「都 市 の 公 園面 積 」,「住 民 税 」,「 自動 車 保 有 台 数 」,「有 効 求 人 倍 率 」,「飲 食 店 数 」,「パ ス

ポー トの発 行 件 数 」,「刑 法 犯 の認 知 件 数 」等 々 を示 して,都 市 と地 方 の違 いを指 摘 して いる。

本 章 で は,都 道 府 県別 の財 政,所 得,公 共 投 資,人 口,雇 用,高 齢 化,医 療,教 育 をキ ー

ワ ー ドに,都 道 府 県 レベ ル で比 較 検 討 す る。

2.1財 政

都 道 府 県 別 の財 政 の状 況 を測 る指 標 と して,財 政 力 指 数 が あ る。 財政 力 指数 とは,基 準

財 政 収 入額2)を 基 準 財政 需 要 額3)で 除 した も の で,こ の 指 数 が高 い都 道 府 県 ほ ど 自主 財

源 の割 合 が 高 い。 す な わ ち地 方 交 付 税 交 付 金 や 国庫 支 出金 な ど,国 か らの補 助 金 が 少 な い

こ とを 示 して い る。 財 政 力 指 数 が1.0を 超 え る地 方 自治 体 は,い わ ゆ る 不 交 付 団 体 と呼 ば

(1)実 際 選挙 区で いわゆる一 人区は地方 の都道府 県が多 く,和 歌 山県以 外の一 人区で与党は議 席

を確保で きなか った。

(2)地 方交付税額 の決定 にあた り,各 地方公共 団体 の財政力を合理的に測定 するために算定 した額。

(3)地 方交付税額 の決定にあたり,各 地方公共団体が財政需要を合理的に測定するために算定 した額。
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れ る。 不 交 付 団体 は都 道 府 県 で は1989年(平 成 元 年)に4つ だ った の が,1995年(平 成5

年)以 降,東 京 都 の み に な って い る(4}。

各 都 道 府 県 の 財 政 力 指 数 は表2-1に 示 す とお りで あ る。 最 高 値 は不 交 付 団 体 で あ る東

京 都 の1.059,つ い で愛 知 県 の0.876,神 奈 川 県 の0.806,最 低 値 は 島 根 県 の0.203,続 いて 高

知 県 の0.206,鳥 取 県 の0,225と な っ て い る。 この こ と は,ド 位 の 県 で は歳 出 に 見 合 う歳 入

の うち 県 の税 収 で は約2割 しか 充 足 で き な い こ と にな り,約8割 を 国 か らの 補 助 金 に頼 っ

て い る こ とに な る。

表2-1都 道府県別財政力指数

2.2所 得

所 得 につ い て は2004年 度 の1人 あた り県 民 所 得 を比 較 す る。1人 あ た り県民 所 得 は 各都

道 府 県 の 総 所 得 を 都 道 府 県 の 総 人 口で 割 った もの で あ る15)。

表2-2に 示 す とお り,1人 あ た り県 民 所 得(表 中 の 棒 グ ラ フ)は 高 い順 に東 京 都456万

円,愛 知 県344万 円,静 岡県325万 円 と な って お り,逆 に低 い 順 で は沖 縄 県199万 円,青 森

県215万 円,高 知 県217万 円 と な って い る。1人 あ た り県民 所 得 は 県民 所 得 を 総 人 口で 割 っ

た 値 で あ る た め,労 働 人 口が 少 な い都 道 府 県 で は小 額 に な る傾 向 が あ り,数 値 の 大 小 を 単

純 に比 較 して 高 所 得,低 所 得 と特 徴 づ け る こ とは で きな い。 後 に示 す 高 齢 化 率 等 と も合 わ

せ て 検 討 す る こ とが 重 要 で あ る。

ま た,表2-2に は各 都 道 府 県 の2005年3月 末 の1人 あ た り預 貯 金 残 高 を折 れ線 グ ラ フ

で示 して い る。 す る と東 京 都 の1位 と沖縄 県 の 最 下 位 は変 わ ら な いが,1人 あ た り県 民 所

(4)直 近 のデータでは2006年 度(平 成18年 度)は 東京都 に加えて愛知県が不交付団体 になった。

(5)こ こでは1人 あた りの値 は総 人口で除 して求あて いるが,場 合 によっては就業者数 で除 した値

を用いるほ うが適切 であ ると思 われ る分析 もあ る。
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得ではほぼ中位に位置 していた香川県,徳 島県が東京都 に続 く水準にあることがわかる。

表2-2都 道府県別1人 あたり県民所得と預貯金残高

2.3公 共 投 資

表2-3に は都 道 府 県 別 の2003年 度 の1人 あ た り行 政 投 資額 が棒 グ ラ フ で示 さ れ て い る。

額 が 多 い順 に 島根 県,鳥 取 県,秋 田 県,ま た額 が小 さい順 に埼 玉 県,千 葉 県,神 奈 川 県 と

な って い る。 同表 の折 れ 線 グ ラ フは公 的 固定 資本 形 成 額 を 県 内総 支 出(と も に名 目値)で

割 る こ とに よ って得 た公 共 投 資依 存 度 を示 して い る。 これ を み る と,高 知 県,島 根 県,秋

田県 が高 く,2.1節,2.2節 の 表2-1,表2-2と 合 わ せ て,や は り財 政 力 が 低 く県 内総 生

産 が 低 い都 道 府 県 ほ ど1人 あ た り行 政 投 資額,公 共 投 資依 存 度 が 高 く,地 方 と都 市の所 得

格 差 の 是 正 の ひ とつ の 方 法 と して,公 共 投 資 が 行 わ れ て い る現 実 が 浮 か び 上 が る。

表2-3都 道府県1人 あた り行政投資額 と公共投資依存度
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2.4人 口

人 口の増 減 は,経 済 成 長 や 歳 入 に大 きな 影 響 を与 え る。2006年 を境 に 日本 は 人 口減少 社

会 に 入 った と言 わ れ て お り,今 後,労 働 力 の 減 少 に よ る経 済 成 長 の鈍 化 や 税収 の 減少 に ど

の よ うに 対 応 して い くの か が 課 題 で あ る。 この こ と は都 道 府 県単 位 で もあ て は ま る こ とで

あ り,特 に都 市部 と地 方(沖 縄 県 を 除 く)で は顕 著 な 違 い が 見 られ る。 表2-4に は 各都

道 府 県 の2004年 度 の 人 口増 加 率 が 示 され て い るが,47都 道 府 県 の うち 人 口 が増 加 して い る

の は11都 県 だ け で,36道 府 県 は減 少 して い る。 人 口増 加 率 が 高 い の は 沖 縄 県 で0.7,つ い

で 東 京 都0.6,神 奈 川 県0.5と な って い る。 人nが 特 に 減 少 して い る の は 秋 田県,青 森 県,

島 根 県 で あ る。

表2-4都 道府県別人 口増加率

2.5雇 用

都 道 府 県 別 の 雇 用 の状 況 に つ い て 示 した の が 表2-5で あ る。 労 働 者1人 あ た り求 人 が

い くつ あ る か を表 す 値,2006年7月 の 有効 求 人 倍 率 が 棒 グ ラ フで 示 され て い る。

有 効 求 人 倍 率 が1よ り大 き くな るほ ど労 働 市 場 は,い わ ゆ る売 り手 市 場 と な り,1よ り

小 さ くな る ほ ど就 職 状 況 は 厳 し くな り,買 い 手 市 場 と椰 楡 され る状 態 に な る。 最 も高 い の

が愛 知 県 の1.94,つ いで 東 京 都 の1.69,栃 木 県 の1.40と な っ て い る。 逆 に低 い の は 青 森 県

の0.42,高 知 県 の0.48,沖 縄 県 の0.50で あ る。 表2-5に は ま た,2004年 の 実 質 経 済 成 長 率

を 折 れ 線 グ ラ フ で示 して い る。 最 も高 い の は 三 重 県 で7.5,つ い で 福 島 県 の6.2,栃 木 県 の

4.8と な っ て お り,青 森 県,高 知 県 は マ イ ナ ス に な って い る。
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表2-5有 効求人倍率 と経済成長 率

2.6高 齢 化

日本 は高 齢 化 と少 子 が 同時 に速 い ス ピー ドで進 ん で い る。65歳 以 上 人 口を 総 人 口で 割 っ

た 値 で あ る高 齢 化 率 は2005年 に21%に な り,超 高 齢 社 会(6)に な った 。2005年10月 の 高 齢

化 率 を 都 道 府 県 別 に見 た ものが 表2-6で あ る。 そ れ に よれ ば,最 も高 齢 化 率 が 高 いの は,

秋 田県 の28.1,つ い で 島 根 県 の28.0,高 知 県 の27.1で あ る。 県 民 の3割 に 近 い 方 が65歳 以

上 で あ る。 高 齢 化 率 が 低 いの は,埼 玉 県 の16.9,神 奈 川県 の17.3,沖 縄 県 の17 .4で あ る。

表2-6都 道府県別高齢化率

(6)高 齢化率が7%を 超え た社会 を高齢化社会,14%を 超 えた社会 を高齢 社会,21%を 超えた祉会

を超高齢社会 と呼ぶ。
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2.7医 療

近年の地域間格差の議論の中で,特 に注目されているのが各地域の医療体制のあり方で

ある。救急車で搬送 される途中,受 け入れ先の病院に10件以上断 られ,結 果として命を落

としてしまった非常に残念な事件も記憶に新 しい。また慢性的な医師不足の問題,看 護師

の過重労働等の問題も指摘されている。

表2-7は2004年10月 の人n10万 人あたりの病床数を,病 院と一般診療所(7)について示

している。 この表からは,一 般論として懸念されているように,都 市部に医療施設が十分

にあり,地 方に十分ではないとは必ず しもいえない。むしろ,一 般診療所の病床数では東

京都とその近県,大 阪府とその近県は最 も低い数値になっている。十分な医療を受けられ

るかどうかの指標としては,単 に病床を備えているかどうかの数を示すだけでは十分では

ないとも考えられる。既に指摘 したように,医 師や看護師の数 そしてネットワークなど

の整備も重要であろう。

表2-7都 道府県別人口10万人あたりの病床数

2.8教 育

近 年,教 育,特 に義 務 教 育 を取 り巻 く環 境 は,非 常 に か ま び す しい もの で あ る。 教 育 内

容 に関 して は学 力 の低 下 が い わ ゆ る 「ゆ と り教 育 」 の結 果 で あ る とす る意 見,教 員 に関 し

て は質 の低 下 を指 摘 す る声,仕 事 の 多 さ,煩 雑 さ,い わ ゆ るモ ン ス ター ピ ア レン ト対 策 な

ど,様 々 で あ る。 そ もそ も教 育 内容 に つ い て統 括 して い るの は国 で あ り,教 科 書 検 定 や 学

(7)病 院は患者20人 以上,診 療所 は患者19人 以 下の収容施設を備え るもの をさす。
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習指導要領などを示 している。教員免許の交付や教員の採用を担当するのは都道府県だが,

教育委員会は市町村の機関である。

もし仮に教育を担当する主体が各地方自治体になったとしたら,財 政に余裕がある自治

体は教科書が無料で配布 され,十 分な教育施設と体験学習などができるが,一 方で財政が

逼迫 した自治体では高い授業料を支払わなければならず,に もかかわ らず,良 好な教育環

境は得 られないかもしれない。これは子を持つ親にとって,非 常に気がかりなことである。

表2-8は2006年5月 の各都道府県の教員1人 あた りに対す る児童 ・生徒数を示 してい

る。教員1人 あたりの児童 ・生徒数が少ないほうが良いとは,一 概に言えないか もしれな

いが,小 学校においては最 も少ないのは島根県,つ いで高知県,鳥 取県,最 も多いのは埼

玉県,つ いで神奈川県,愛 知県である。

表2-8都 道府県別教員1人 あたり児童 ・生徒数

以上のように,財 政,所 得,公 共投資,人 口,雇 用,高 齢化,医 療,教 育の各分野につ

いて都道府県 ごとのデータを示し比較 してきたが,や はり東京,大 阪,愛 知とそれぞれの

近県は人口が集中し,生 産活動 も活発で,求 人も多く,財 政状態も比較的良好な府県が多

い。 しか し教育に関しては都市部のほうが教員1人 あたりの児童 ・生徒数が多い傾向が見

られる。一方で,都 市圏以外の道県では,人 口が減少 し,高 齢化が深刻で求人も少ない。

その結果,県 内総生産 も低 く,そ れを補 うように公共投資が盛んに行われている。

このような各分野に見 られる格差に関する問題を解決することなしに,地 方分権は成立

し得ない。特に財政面での国への依存を減少させ,自 主財源の確保をいかに実現す るかが

最大の課題であろう。
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3.道 州 制 導 入 と格 差

前章では都道府県ごとに財政,所 得,公 共投資,人 口,雇 用,高 齢化,医 療,教 育の各

分野についてその実態と違いを示 した。いわゆる 「地域間格差」 と表現 されるであろうい

くつかの問題点が浮き彫 りとなった。

これらの都道府県間の格差をできるだけ小さいものとし,地 方分権 と効率的な自治体運

営を目指すための,1つ の方法として道州制の議論が活発である。道州制 とは日本全国を

9～13の 道州に分け,都 道府県に代わる行政単位としようとするものである。道州制のメ

リットとしては,長 期的には 「規模の経済」によって効率化が図 られるという期待がある。

一方,課 題はさらなる税源移譲等によって財政基盤を強化すること,国 と地方の役割分担

を明確 にすることなどが指摘されている。

3.1道 州制のメリット

道州制についての議論は,1957年 に第四次地方制度調査会で 「地方制」が検討されたこ

とに始まると言われている。その後1970年 頃に関西経済連合会や日本商工会議所などが道

州制についての構想を提案 し,議 論が盛 り上がったが,1994年 の第二十四次地方制度調査

会において国民の慣習を尊重 し,従 来の都道府県,市 町村制 という2層 制を前提 として地

方分権を推進することが提案され,一 時議論は後退 した。 しかし1999年 に再び道州制につ

いての検討が始ま り,今 日では道州制担当大臣が任命され,「 道州制 ビジョン懇談会」が

設置されるなど,実 現に向けて前進を続けている。

道州制を導入することのメリットとして しばしば指摘されることは,以 下の4つ にまと

めることができる(810

① 「情報の優位性及び非対称性」

国が全国一律に公共サービスを供給するよりも,地 方政府がそれぞれの地方の特性を考

慮 して施策を実施するほうが効率的である。

地方公共財について,国 と地方のどちらでも供給にかかる限界費用が同 じであるなら,

地方政府が各地域で地方公共財を最適に供給するほうが,国 が各地域に一律に供給するよ

(8)日 本経済新聞(2006年2月2日)「 経済教室」で,橋 本恭之氏(関 西大学)と 吉田素教氏(大
阪府立大学)が 示したものを参考に整理した。
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り国全体ではより効率的である。このことは地方分権定理91と 言われる。

② 地方公共財における 「規模及び範囲の経済」

従来47通 りで行われていた業務を9～13の 地域で行うことで,分 散 していた機関や施設

を集約 し,人 員の削減なども徐々に進めることによって,長 期的には歳出が削減され,そ

の地域の住民の税負担が軽減される可能性がある。また地方が国の支部局を吸収合併する

ことにより,旧 来指摘されてきた縦割 り行政の弊害を排除できる。

このことを実際のデータを用いて検証 した結果が,表3-1で ある。人口規模の大きい

都道府県ほど1人 あた り歳出額が小さくなっており,人 口規模と1人 あたり歳出額の間に

はほぼ右下が りの関係があることがわかる。

表3-1都 道府県人口と1人 あたり歳出額

⑧ 地 方 公 共 財 の 「外 部 経 済 ・不 経 済 」

水 系 の 整 備 や 環 境 問 題 に関 す る施 策 は,広 域 的 に行 う ほ うが 効 率 的 で あ る。

④ 地 方 間 競 争 の 促 進

負 担 に 見 合 った 行 政 サ ー ビ スを,地 方 政 府 同 士 が 競 う よ う に な り,よ り良 い サ ー ビス が

提 供 され る よ う にな る。

3.2道 州 制 に 関す る3つ の案

現 在,道 州 制 の 案 と して,表3-2の よ うに,日 本 全 国 を9,11,13州 に 分 け る とす る

3案 が あ る。3案 に 共 通 して い るの は,北 海 道 と沖 縄 を そ れ ぞ れ1つ の 道 州 と して い る こ

(9)メ リーラ ン ド大学のオーツ教授 によ って示 された。
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とで あ る。 そ の他 の 分 類 で は,11州 案 と13州 案 はか な り類 似 して お り,11州 案 に つ い て東

北 と九州 を南 北 に 分 け た もの が13州 案 にな って い る。

表3-2道 州 制に関する案

3.3道 州 制 実 施 後 の 地 域 間 格 差

こ こで は3案 につ い て,2.1節 で み た い くつ か の 指 標 の う ち財 政 力,公 共 投 資 依 存 度,

人 口増 加 率,高 齢 化 率 につ い て どの よ うに 変 化 す るの か 再検 討 して み る。
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まず,47都 道 府 県 ご と の分 析 と比 べ る と,ど の指 標 に つ い て も最 高 値 と最 低 値 の 差 は小

さ くな っ て い る。 特 に財 政 力 指 数 につ い て は,47都 道 府 県 ご と の 比 較 で は 最 高 値1.0596

(東 京 都),最 低 値0.2035(島 根 県)で,約5.2倍 の 開 き が あ った が,道 州 制 を 導 入 した 場

合,そ の差 は2.7～2.8倍 に縮 小 して い る。

次 に3案 につ い て そ れ ぞ れ比 較 して み る。 財政 力 指 数 に つ いて は,11州 案 や13州 案 で は

0.2台 と な る地 域 が あ るが,9州 案 で は 沖 縄 以 外 の地 域 で0.3以 上 とな る。 この こ と は先 に

述 べ た とお り,人 口規 模 が大 き くな るほ ど財政 状 況 が 改 善 す る こ と を示 して い る。

公 共 投 資依 存 度 は 財政 力 が 低 い地 域 で 高 くな り,財 政 力 不 足 を補 う形 に な っ て い る。

人 口増 加 率 は3案 で大 き な違 い は 見 られ な い。

高 齢 化 率 に つ い て は,11州 案,13州 案 よ り9州 案 の 差 が 縮 小 して い る こ と が わ か る。

表3-3道 州制 導入時の財政力 と公共投資依存度

(9州 案)

(ll州 案)
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(13州 案)

出所:矢 野恒太 記念 会(2007)

表3-4道 州制導入時の人 口増加率 と高齢化率

(9州 案)

(11州 案)
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(13州 案)

出所:表3--3と 同 じ

3.4道 州 制 の 問題 点 と課 題

前 節 で 述 べ た よ う に,道 州 制 を導 入 す る こ とで 現 在,国 と地 方 が抱 え て い る 問題 の い く

つ か は改 善 す る可 能 性 が あ る。 しか しな が ら,現 在 の都 道 府 県 を 単 に合 併 し再 編 成 す る だ

けで は解 決 しな い 問 題 もあ る。 地 方 分 権 を 進 め る た め に は な に よ り も財 源 の確 保 が最 重 要

で あ り,今 後 更 に国 か ら地 方 へ の 税 源 移 譲 が 必 要 と され る。 ま た歳 出 の 削減 も同時 に進 め

る必 要 が あ り,そ の た め に はPFI(101な どニ ュー ・パ ブ リ ッ ク ・マ ネ ジ メ ン ト(111いわれ る

手法 も積極 的 に取 り入 れ て い く必 要 が あ ろ う。 長 期 的 に は 「規 模 の経 済 」 な ど メ リ ッ トが

あ る と して も,新 しい 制度 の 導 入 にあ た って は短 期 的 な 費 用 が 発 生 す る と予 想 され る が,

そ の 費 用 もで き るだ け削 減 す べ きで あ る。

ま た 事務 的 な 作 業 の み な らず,経 済 活動 や 行 政 区 分 な ど と は別 の 次 元 の問 題 に対 す る国

民 感 情 へ の配 慮 も必 要 とな る。 す な わ ち,国 民 の 都 道 府 県 に対 す る愛 着 や 地 方 文 化 な どへ

の 対応 な どで あ る。 全 国 各地 の 祭 り,伝 統 芸 能,名 産 品,高 校 野 球 や 駅 伝 大 会 な ど,国 民

の生 活 に密 着 した行 事 に は 都道 府 県 を単 位 と して 行 わ れ る こ とが 意 外 に多 い。

これ らい くつ か の 問題 点 を ふ ま え,道 州 制 の導 入 に必 要 と され る こ とを ま と め る と次 の

よ うに な る(12}。

(10)PrivateFinanceInitiativeの 略。 公営 施設 の建設や運営な どを民間 の資金 や経 営手法を活用

して効率 化をはかる こと。最近の例 では兵庫県 のPFI刑 務所 「播磨社会復帰促進 セ ンター」 等

で取 り入れ られて いる。

111)民 間企業の経営理念や経営手法 を公的部 門に取 り入 れよう とす る もの。 イギ リスやニ ュー ジー

ラ ン ドで行われた。

(12)先 述 した道 州制の メ リッ トと同様 に,口 本経済 新聞(2006年2月2日)「 経 済教室」で,橋 本

恭之氏(関 西大学)と 吉 田素教氏(大 阪府1L大 学)が 示 した ものを参考 に整理 した。
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① 都 道 府 県 を合 併 す る だ け で な く,行 政 組 織 を 再 構 築 し,国 と地 方 の 役 割 分 担 を 明 確

に しな けれ ば な らな い。

② 地 域 の広 域 化 が す す め ば,市 町 村 の役 割 を さ らに 強 化 しな け れ ば な らな い 。

③ 国 税 と地 方 税 の 改革 を さ らに進 め な け れ ば な らな い。

④ それ で もな お十 分 財 源 が 確 保 で き な い地 域 の た め に,再 分配 を 担 当 す る機 関 が必 要

とな る。

⑤ 少 子 ・高 齢 化 な どへ の 長 期 的 対 策 が 必 要 と な る。

4.社 会 資 本 と 道 州 制

2章,3章 で は フ ロー の 値 を 用 いて 地 域 間 の比 較 を行 った が,本 章 で は ス トッ ク面 の 分

析 を 行 う。 地 域 間 格 差 を 是 正 す る手 段 と して,公 共 投 資 が な さ れ る こ とは す で に指 摘 した

が,公 共投 資 に よ って 社 会 資 本 が 整 備 され,そ れ が 各 地 域 の生 産 活 動 に どの よ うに貢 献 し

て い るの か を検 証 す るた め に,道 州 別 の 生 産 関 数 を推 計 し,比 較 検 討 す る。

4.1道 州 別 の生 産 関 数 の推 計

こ こで は道 州 別 に,民 間 資 本 と社 会 資 本 を 生 産 要 素 と して含 む生 産 関数 を推 計 す る。

生 産 関数 の推 計 に 関 す る先 行 研 究 と して,代 表 的 な のが 浅 子 他(1994)で あ り,そ の後

の研 究 に大 き な影 響 を 与 え た。 土 居(1998)は 公 表 され て い る デ ー タ の み を用 い て,三 公

社五 現 業 が民 営 化 され た 際 の デ ー タの 不 突 合 に関 す る調 整 や,阪 神 淡 路 大 震 災 の影 響 を考

慮 した民 間 資 本 ス トッ ク と社 会 資 本 ス トックの デ ー タ を独 自 に作 成 し,浅 子 他(1994)で

課 題 と され て い た 問題 の解 消 を試 み て い る。 そ れ に対 し遠 藤(2002)は,土 居(1998)に

お い て三 公社 五 現 業 の 民 営 化 後 の デ ー タを 社 会 資 本 と して 計 算 して い る の に対 し,民 営 化

前 の デ ー タを民 間 資 本 と して と らえ な お し計 算 して い る。 ま た後 藤(2004)は,分 野 別 の

社 会 資本 を生 産 要 素 と して 含 む生 産 関 数 を 推 計 して い る。

こ こで は,多 くの 先 行 研 究 に した が い,コ ブ ・ダ グ ラ ス型 の 生 産 関 数 を 想 定 す る(13)。時

系列 デ ー タに ク ロス セ ク シ ョンデ ー タを プー ル したパ ネ ル デ ー タ を用 い て,道 州 別 の生 産

関数 を推 計 す る。 推 定 期 間 は1975年 か ら2003年 まで の29年 間 とす る。

(13)生 産 関数 を コブ ・ダグラス型にす ることについて は,代 替の弾力性 に関す る仮定へ の批判 もあ

るが,そ の仮定 を緩和 した トラ ンス ・ログ型の生産関数 は推定す るパ ラメーターの数 が多 いため

自由度不 足にな る可能性 がある。 本稿においては仮定の厳 しさを認識 した上 で,多 くの先行研究

で採 用されてい るコブ ・ダグラ ス型生産関数を推計す ることとす る。
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logY=α 一+βlogL+γlogK+δ10gG

上 式 に β+γ+δ 一1と い う係 数 間 制 約 を 課 す と,具 体 的 な 推 計 式 は 次 の(1)式 の よ う に

な る。

logY--logL=a十r(logK‐logL)十(logGlogL)(1)

ここ で,Y,L,K,Gは そ れ ぞれ 道 州 の 総 生 産(都 道 府 県 別 総 生 産 の 道 州 ご との合 計),

労 働 力(県 内就 業 者 ×年 間 労 働 時 間 の 道 州 ご と の合 計),民 間 資 本 ス トッ ク,社 会 資 本 ス

ト ックを 表 し,α は 道 州 ご と の個 別 の パ ラ メー タ ー,β,γ,δ は そ れ ぞ れ の 生 産 要 素 に対

す る生産 弾 力性 で あ る。 この(D式 を 道 州 別 に 推 計 した 結 果 が 表4-1に 示 され て い る。

生 産 弾 力性 は,民 間 資 本 ま た は 社 会 資 本 の1%の 増 加 が 生 産 を何%増 加(減 少)さ せ る

か を 示 して い る。 これ ま で の 多 くの 研 究 で,大 都 市 を 含 む 地 域 の 社 会 資本 の生 産 力 が 高 い

こ とが 指 摘 さ れ て い るが,こ こで は 必 ず し もそ れ は確 認 で き な い。 ま た コ ブ ・ダ グ ラ ス型

の 生 産 関 数 を 推 計 す る場 合,社 会 資 本 の 生 産 力 効 果 が マ イ ナ ス に な る理 由 と して,金 本 ・

大 河 原(1997)は 生 産 高 の 低 い 地 域 に対 して 公 共 投 資 が 多 く行 われ て い る とい う特 徴 を反

映 して い る と も考 え られ る と して お り,必 ず し も社 会 資 本 自体 の生 産 力 効 果 を表 して い な

い 可 能 性 が あ る と指 摘 して い る。

表4-1道 州別の生産関数の推計結果

9州 案11州 案13州 案　
地 域 γ δ 地 域 γ δ 地 域 γ δ

北 海 道111・0.524北 海 道 一〇.0060.524北 海 道 一〇.0060.524

東 北0.1150.553東 北0.1150.553北 東 北0.926-0.528

北 関 東 信 越0.3610.200北 関 東 一〇.8331.660南 東 北 一 〇.7571.700

南 関 東0.1660.436南 関 東0.555-0.234北 関 東 一 〇.8331.6601

中 部0.852-0.399北 陸 一〇.0930.840南 関 東0.555-0.234

関 西 一 〇.8891.758東 海0。949-0.619北 陸 一 〇.0430.840

中 国 ・四 国0.1440.511関 西 一 〇.9661.856東 海0.949-0.619

九 州0.4420.015中 国0.12'80.625関 西 一 〇.9661.856

四 国0.513-0.002中 国0.1280.625

九 州0.4920.015四 国0.513-0.002

」ヒノL)'卜11':0.043

南 九 州0.624-0.154

注:自 由 度 修 正 済 み 決 定 係 数 は,11州 案 と13州 案 の 中 国 地 方 で0.89と な っ て い る 以 外 は す べ て0.90

以 上 で あ る 。
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次 に 各 資 本 の 生 産 性 を 比 較 す る た め に,γ と δ を 用 い て,限 界 生 産 力 を 示 す 。 限 界 生 産

力 は 追 加 的 に1単 位 資 本 が 増 加 し た と き の 生 産 の 増 加 分 を 表 し,(2>式,(3>式 で 得 ら れ る。

MPK…YCY/K)(2)

MPG=8(Y/G)(3)

こ こ でMPKは 民 間 資 本 の 限 界 生 産 力,MPGは 社 会 資 本 の 限 界 生 産 力 を 表 す 。 道 州

別 の 限 界 生 産 力 の1980年 と2003年 の 計 測 結 果 が,表4-2～ 表4--3に 示 さ れ て い る。 民 間

資 本 の 限 界 生 産 力 は 中 部 ・東 海 で 高 く,東 北 や 中 国 で 低 い 。 社 会 資 本 に つ い て は,関 東,

関 西 が 高 く,九 州 や 北 海 道 で 低 い こ とが わ か る(14)。

効 率 性 の 観 点 か ら は,限 界 生 産 力 の 高 い 地 域 に 投 資 を す る こ と が,よ り 効 率 的 で,望 ま

し い こ と に な る(15)。し か し な が ら,道 州 別 の 計 測 結 果 か ら 明 ら か な よ う に,社 会 資 本 の 限

界 生 産 力 は 東 京,大 阪 を 中 心 と す る 大 都 市 圏 ほ ど高 く,地 域 間 格 差 是 正 の 手 段 と し て 周 辺

地 域 へ 公 共 投 資 が よ り多 く 向 け られ て い る 現 状 は,効 率 性 の 面 か ら は 望 ま し くな い と 言 え

る 。

表4-2民 間 資 本 と社 会 資 本 の 限 界 生 産 力(道 州 別9州 案)

MPK19801MPK20031MPG19801MPG2003

北 海 道 一〇.00496-0.00270.3584580.196582

東 北0.0946530.0429340.4961710.283474

北 関 東 信 越0.2690440.1332650.2206940.131231

南 関 東0.1535750.0683250.704340.522617

中 部0.6031640.31653-o.53648-o.39325

関 西 一〇.72351-0.339682.5690431.487442

中国 ・四 国0.0869260.0529220.4508050.280354

九 州0.3433810.1593740.Ol68830.008713

表4-3民 間 資 本 と社 会 資 本 の 限界 生 産 力(道 州 別11州 案)

MPK19801MPK20031MPG19801MPG2003

北 海 道 一〇.00496-0.00270.3584580.196582

東 北0.0946530.0429340.4961710.283474

北 関 東 一〇.66763-0.331372.229868L353246

南 関 東0.5091490.225907-0.37868-0.28422

北 陸 一〇.0288-0.014730.7353290.474763

東 海0.6920470.357046-0.87901-0.65768

関 西 一〇.79833-0.371652.7940461.610535

中 国0.0688270.0465670.4956720.356332

四 国0.3827930.192644-0.00321-0.00153

九 州0.3433810.1593740.Ol68830.008713

(14)2003年 の値 で比 較 して い る。

(15>生 産 弾 力性 が 高 くて も生 産 要素 が 生 産 量 に 対 して 相 対 的 に大 き い場 合 は 限界 生 産 力 は低 くな る

傾 向 が あ る。
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表II民 間資本 と社会資本 の限界生産力(道 州別13州 案)

MPK19801MPK20031MPG19801MPG2003

北 海 道 一〇.00496-0.00270.3584580.196582

北 東 北0.7955740.3568-0.40159-o.22325

南 東 北 一〇.60501-0.277171.7485331.006635

北 関 東 一〇.66763-0.331372.2298681.353246

南 関 東0.5091490.225907-0.37868-0.28422

北 陸 一〇.0288-0.014730.7353290.474763

東 海0.6920470.357046-0.87901-o.65768

関 西 一〇.79833-0.371652.7940461.610535

中 国0.0688270.0465670.4956720.356332

四 国0.3827930.192644-0.00321-0.00153

北 九 州0.307640.1424720,0551690.02855

南 九 州0.4901950.228267-0.13671-0.07177

5.結 論

現 在,地 方 分 権 を 阻 ん で い る最 大 の 要 因 は,既 に見 た よ うに都 道 府 県 の財 政 力 の 低 さ と,

そ の分 の 国へ の依 存 で あ る。 地 方 の 財源 の 不 足 は 国 か らの 地 方 交 付 税 交 付 金 や 国 庫 支 出 金

で補 われ,地 方 の歳 出 削減 の努 力 は結 局,補 助 金 の 減 少 とい う形 で 国 に吸 収 され て しま う。

そ うな る と,積 極 的 に地 方 が歳 出 を 削 減 しよ う とす るイ ンセ ンテ ィブが な くな る。 また メ

リ ッ トの① で指 摘 した よ うに,地 方 公共 財 は地 方 で 供給 す る こ とな ど,国 と地 方 の 役 割 分

担 を明 確 に し,住 民 に き め細 か い サ ー ビス を提 供 しつ つ,国 と地 方 が 重 複 して 供 給 す るな

ど の無 駄 が な い よ うに,新 しい 行政 シス テ ム を構築 しな け れ ば な らな い 。

ま た公 共 部 門へ の民 間部 門 の参 加,市 場 原 理 の導 入 に つ い て は,消 極 的 な 意 見 も多 い よ

うで あ るが,経 済 活 動 を効 率 化 す る こ とは,必 ず し も地 方 分権 と相 反 す る こ とで は な い。

地 方 が みず か ら分 権 を 目指 し,国 の"口 出 し"か ら 自由 に な ろ う とす るな ら,既 得 権 益 を

守 る だ けで な く,積 極 的 に改 革 を進 め る必 要 が あ る。

付 表

デ ー タ につ いて

・県 内総 生 産:「 県 民経 済 計 算 』1990年 暦 年 価 格 基 準

・労 働 力:「 県 民 経 済 計 算 』 県 内就 業者 数 に 「毎 月 勤 労 統 計 調 査 』 月平 均 労 働 時 間(従 業

員30人 以 上 の 事 業 所)(16)を 乗 じ,さ らに12を 乗 じた 値

(16)古 い統計では従業員数5人 以上のデー タはな いた あ,30人 以上を採用。
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・民 間 資本 ス トッ ク ニ土 居 丈朗(1998)よ り,1998年 以 降 は1994年 か ら1997年 の 増 加 率

の平 均 を用 い て独 自に延 長,1990年 暦 年 価 格 基 準

・社 会 資本 ス トッ ク ニ土 居 丈朗(1998)よ り,1998年 以 降 は1994年 か ら1997年 の 増 加 率

の平 均 を用 い て独 自に延 長,1990年 暦 年 価 格 基 準
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